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今月号のあらまし 

 

Ⅰ 農業改革・農協改革をめぐる情勢 

農業改革関連法案８本のうち、「ＪＡＳ法改正法案」「農業災害補償法改正法

案」の２法案を除く、６本の法案が成立しており（６月９日現在）、６月１８

日までの今国会会期内に８法案が全て成立することも現実味をおびてきたと

報道されている。 

また、政府は、与党内の手続きを終えた後、６月１３日にも「経済財政運営

と改革の基本方針２０１７（骨太方針）」のほか、「未来投資戦略２０１７（成

長戦略）」、「規制改革実施計画」等を閣議決定する見通しである。 

 

Ⅱ 通商交渉をめぐる情勢 

５月３１日、「７月上旬に日ＥＵ・ＥＰＡを大枠合意する方向で両政府が調

整している」ことを複数の政府関係者が明らかにした。７月７、８日にドイ

ツで開かれるＧ２０に合わせて日欧の首脳が会談し、大枠合意に向けた道筋

を描くとされている。 

６月６日、自民党は総務会で、「日ＥＵ等経済協定対策本部」の設置を決め

た。本部長は西川公也農林・食料戦略調査会長が就任し、政府が描く合意日

程を視野に党として対応方針をとりまとめる。 
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Ⅰ 農業改革・農協改革をめぐる情勢 
― 農業改革関連８法案今国会会期内に成立の可能性 ― 

 

１．国会の動向 

〇 昨年１１月２９日に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に

盛り込まれた「農業競争力強化プログラム」を踏まえ、農水省は、平成２９

年２月から３月にかけて、生産資材価格の引き下げや流通・加工の業界構造

改革等を目的とする「農業競争力強化支援法案」など、計８件の法案を国会

に提出した。 

（要旨・経緯等は「農政をめぐる情勢」２月号から５月号を参照） 

 

○ ５月２５日、「畜産経営安定法改正法案」が衆議院農林水産委員会で可決

され、「規制改革推進会議等の意見については、参考とするにとどめ、現場

実態を踏まえ、酪農生産基盤の強化に資するものとなることを第一義とし、

制度の運用を行うこと」などとする附帯決議が全会一致で採択された。 

 

○ ３１日、「農業災害補償法改正法案」が衆議院農林水産委員会で審議入り

した。同法は農業経営の新たな安全網となる収入保険制度の創設を盛り込ん

でいる。加入には青色申告の実施が要件となるが、現状、実施者数は販売農

家数の４割未満にとどまり、制度安定に十分な加入者の確保が懸念されてい

る。青色申告実施上の留意点は以下の通り。 

 

【収入保険制度加入に係る青色申告実施上の留意点】 

平成３１年の制度開始に向け、平成３０年秋に加入申請を受け付ける。制度

加入には、その時点で１年分の申告実績が必要になる。平成３０年分は申告

時期が平成３１年２～３月なので間に合わず、あらかじめ平成２９年分の申

告実績を用意しておく必要がある。平成２９年の申告実績を手に入れるには

平成２９年３月１５日までに「青色申告承認申請書」を税務署に出されてい

る必要がある。 

 

○ ６月６日、衆議院農林水産委員会は同法に関して参考人質疑を行った。参

考人からは平成３０年産からの米の生産調整見直しで米の価格下落の懸念

が高まる一方、収入保険の補てん水準は米価とともに下落し、経営の下支え

策としては不十分だとの意見が示された。主な参考人の意見要旨は以下の通

り。 
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【主な参考人の意見要旨】 

・基準収入のあり方について、収入保険では過去５年の平均額（５中５）を

基準収入とし、当年の収入がその９割を下回った場合、下回った額の最大

９割を補てんするが、ナラシ対策では過去５年間の収入のうち最高と最低

を除いた平均額（５中３）を基準としている点に比べ、５中５では米価下

落の影響が直撃する。農家が一定額以上の収入を確保できる「岩盤対策」

が必要。（東京大学大学院農学生命科学研究科教授 安藤光義氏・鈴木宣弘氏）  

 

・農家所得に占める農業収入の割合は小さいため、農業収入を保険でいくら

安定させても農家所得は安定しない。制度の必要性を感じない。 

（キャノングローバル戦略研究所研究主幹 山下一仁氏） 

 

○ 農業改革関連法案８本のうち、「ＪＡＳ法改正法案」「農業災害補償法改正

法案」の２法案を除く、６本の法案が成立しており（６月９日現在）、６月

１８日までの今国会会期内に８法案が全て成立することも現実味をおびて

きたと報道されている。  （今国会提出法案の審議状況は別紙１の通り） 

 

２．政府諸会議体・与党の動向 

（１）農林水産業・地域の活力創造本部 

○ ５月２３日、農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：安倍総理）が開

催され、昨年１１月２９日に改訂・決定した「農林水産業・地域の活力創造

プラン」「農業競争力強化プログラム」の進捗状況等について議論がされた。 

 

○ 同日の会議において、農水省は「全農の自己改革のフォローアップのポイ

ント」として、以下の３点を掲げ、農業者のための全農改革が着実に進むよ

う適切にフォローアップする旨を説明した。 

 

【農水省が「農林水産業・地域の活力創造本部（５月２３日）」で示した“全農の自己改革のフォローアップのポイント”】 

① 生産資材の購入 
Ø 競争入札などにより、農業者にとって有利な生産資材メーカーから購入
するスキームを明確化。 

② 農産物の販売 
Ø 中間流通を通すのではなく、消費者・実需者への農産物の直接販売を拡
大していくスキームを明確化。 

③ 上記を実現するための取組み 
Ø 農業者の立場に立つという役職員の意識改革 
Ø 新たな事業スキームを実行し得る外部からの人材の登用 
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○ 安倍首相は、同日の会議の閉会にあたり、以下の旨の発言をした。 

・安倍内閣は、農政改革を加速させる。先般成立した農業競争力強化支援法

に基づく業界再編や新規参入の促進、卸売市場の改革など、生産資材や流

通分野の改革の具体化を急ぐ。 

・特に全農を含む農協改革については、平成３１年６月までの改革集中推進

期間の間に成果が上がるよう、しっかりフォローアップを行い、引き続き、

農家のための改革を強力に進める。 

 

（２）規制改革推進会議 

○ ５月２３日、規制改革推進会議（議長：大田弘子政策研究大学院大学教授）

は答申（規制改革推進に関する第１次答申）をとりまとめ、農業分野におけ

る具体的な規制改革項目として以下の項目を掲げている。 

 

【「規制改革推進に関する第１次答申」に記載された農業分野の内容（抜粋）】 

＜具体的な規制改革項目＞ 

① 生産資材価格の引下げ、生産者に有利な流通・加工構造の確立 
 ア 良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化に向けた取組
の法制化 
Ø 農業競争力強化支援法施行後の運用に当たっては、以下の諸点に留意す
る。≪２９年度措置≫ 
・農業資材事業及び農産物流通等事業に係る事業環境の整備が着実に行わ

れること。 
・農業資材事業及び農産物流通等事業の事業再編又は事業参入の促進が適

切に図られること。 
・農業資材の調達及び農産物の出荷等に関し、価格等必要な情報の入手の

円滑化のための具体的措置が講じられること。 
・農産物の直接販売の促進、品質等についての適切な評価のための具体的

施策が講じられること。 
 イ 農業生産資材及び農産物流通に関する規制の総点検 
Ø 農業競争力強化支援法に基づき、国内外における農業資材の供給及び農
産物流通等の状況に関する調査を行った上で、良質かつ低廉な農業資材

の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方につい

て検討する。≪３０年度上期までに調査を実施、これを踏まえた施策に

ついて３１年度上期までに検討、結論を得次第速やかに措置≫ 
Ø 農薬取締法等各種法制度や法律に拠らない業界団体による自主的な規制
を含めたあらゆる規制・制度に関する総点検を速やかに行い、必要な措
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置を講ずる。≪３１年度上期措置≫ 
Ø 特に卸売市場については、経済社会情勢の変化を踏まえて、卸売市場法
を抜本的に見直し、合理的理由のなくなっている規制は廃止すべく、２

９年末までに具体的結論を得て、所要の法令、運用等を改める。≪２９

年度検討・結論≫ 
② 牛乳・乳製品の生産・流通等に関する規制改革 
 ア 加工原料乳生産者補給金制度の改革 
Ø 制度見直しの趣旨を踏まえて、新制度に関する法令、通達等の運用ルー
ルを新たに整備する。その際、年間販売計画が飲用向けと乳製品向けの

調整の実効性を担保できるものとすること、部分委託の場当たり的な利

用を認めないルールとすること等に留意する。≪２９年度措置≫ 
 イ 条件不利地域への対応 
Ø 条件不利地域の生産者の集送乳円滑化の観点から、受託販売や買取販売
を行う事業者の集送乳経費を助成する仕組みの運用の検討に当たって

は、新たな事業者の参画を可能としつつ、条件不利地域の生産者の生乳

が確実に集乳される仕組みを構築すべきである。≪２９年度措置≫ 
③ 農協改革の着実な推進≪いずれも、２９年度以降、継続的に措置≫ 
Ø 全農が生産資材の購買事業の見直し・農産物の販売体制強化等を盛り込
んで策定した新たな年次計画の実施状況を含め、「農協改革集中推進期

間」にあるＪＡグループの自己改革の進捗状況をフォローアップし、真

に農業者のための改革が実現するよう促す。特に、「農業競争力強化プロ

グラム」において「全農の生産資材の買い方」及び「全農の農産物の売

り方」として記載された諸点について、確実かつ計画的に履行されるよ

う促す。 
Ø 地域農協組織においても、農産物の有利販売やこれと結びついた営農指
導と、生産資材の有利調達とに重点を置いた事業運営へと転換するとと

もに、事業利用の強制をしないなど、２７年改正農協法の趣旨に即した

事業運営を徹底するなど、自己改革を促す。 
Ø 上記のほか、２６年６月の規制改革実施計画に記載された「農業協同組
合の見直し」及び２７年６月の規制改革実施計画に記載された「農業協

同組合改革の着実な実施」を踏まえ、中央会制度から新たな制度への移

行、地域農協組織の信用事業の農林中金等への譲渡等を始め、農協改革

集中推進期間中の着実な自己改革を促し、進捗状況をフォローアップす

る。 
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④ 農業競争力強化と地域経済の活性化に向けて農地の利活用を促進する規
制改革≪いずれも、２９年検討開始、結論を得次第速やかに措置≫ 

 ア 農地中間管理機構を軸とする農地の集積・集約化の更なる推進 
 イ 農地の有効利用のための流動化に資する転用期待の抑制 
 ウ 農地における新たな農業生産施設・設備の利活用の促進 

 

○ 同会議後に記者会見を行った金丸恭文議長代理（農業ＷＧ座長・フューチ

ャー代表取締役会長）は、ＪＡの信用事業について以下の旨の発言をした。 

・現在の法律にのっとった上で、地域農協が自主的な判断がされていくのだ

ろうと思っている。農協の健全経営という観点からは、引き続き検討する

ことにはなるのではないか。ただ、地域農協の方が自主的な判断ができる

ような材料を農林中金等がどれぐらい質の高いファクトに基づいたデータ

を提供しているかには関心を持っている。 

 

○ ６月５日、参議院決算委員会は政府の規制改革推進会議の運営に懸念を示

し、①規制改革推進会議は各府省の審議会の議論を尊重する、②各府省は審

議会で活発に議論する、といった趣旨の「措置要求決議」を全会一致で採択

した。これに対し、山本農水大臣は「誠心誠意対応していきたい」と述べた。 

 

（３）未来投資会議 

○ ５月３０日、未来投資会議（議長：安倍総理）は、新たな成長戦略として

「未来投資戦略２０１７（素案）」の議論を行った。同素案では以下の記述

のほか、昨年の成長戦略（日本再興戦略２０１６）には記載のなかった「農

協・農業委員会等改革について適切にフォローアップを行う」との文言が加

えられた。 

（「未来投資戦略２０１７」(素案)本文(第２「具体的施策」)（農業関係抜粋）は別紙２の通り）  

 

【「未来投資戦略２０１７（素案）」に記載された農業分野の内容（抜粋）】 

Ø 米の直接支払交付金及び行政による生産数量目標の配分は、平成３０年
産から廃止する。 

Ø 日本型直接支払制度を着実に推進するとともに、中山間地域において、
その特色をいかした所得向上の自発的な取組を促進する。 

Ø 所有者不明の優良農地の利活用の促進策を検討する。 

Ø 都市農業振興のため都市農地の貸借の促進に係る制度を創設する。 

Ø 農業ビジネスについて、民間金融機関からの資金調達に際して信用保証
制度が幅広く利用可能となるよう、保証制度を見直す。 

Ø 流通・加工の構造改革を進めるため、中間流通の抜本的な合理化を含め
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た事業・業界の再編や、農産物の規格の見直し、牛乳・乳製品の生産・

流通等の改革等を推進する。 

Ø 卸売市場法について、経済社会情勢の変化を踏まえた抜本的な見直しを
行い、合理的理由のなくなっている規制を廃止する。 

 

（４）経済財政諮問会議 

○ ６月２日、経済財政諮問会議（議長：安倍総理）は、「骨太方針２０１７」

の素案について議論を行った。農業分野は「攻めの農林水産業の展開」とし

て言及がされ、主に昨年１１月に決定された「農林水産業・地域の活力創造

プラン」に基づく記述がされた。 

（「経済財政運営と改革の基本方針２０１７（仮称）」素案（農業関係抜粋）は別紙３の通り） 

 

（５）財務省の動き 

○ ５月２５日、財務省の財政制度等審議会（会長：榊原定征経団連会長（経

済財政諮問会議・未来投資会議民間議員兼務））は「『経済・財政再生計画』

の着実な実施に向けた建議」をとりまとめ、農業分野への直接の言及はない

ものの、全般として「ここへ来て、財政規律が緩んでいるのではないかと指

摘されるような状況が生じているのは看過できない」と指摘している。 

 

（６）与党の動き 

○ ６月５日の週にも、政府諸会議体が作成した骨太方針や成長戦略等につい

て、政調全体会議等の自民党内手続きを終える見込みとされている。 

 

（７）今後の動き 

○ 政府は、与党内の手続きを終えた後、６月１３日にも「経済財政運営と改

革の基本方針２０１７（骨太方針）」のほか、「未来投資戦略２０１７（成長

戦略）」、「規制改革実施計画」等を閣議決定する見通しである。 
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【政府諸会議体の検討イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．農水省説明会 

○ ６月５日、農水省は農業競争力強化支援法の説明会を開催し、法律の施行

日を８月１日とする方針を示した。施行から１年以内に生産資材や農産物流

通に関する実態調査を行い、２年以内に必要な規制や支援策を検討すると説

明した。 

（施行に向けたスケジュール（農水省提示資料抜粋）は別紙４の通り） 

 

○ 同省の山口総括審議官は「事業者が自主的な判断で体質強化を図り、農業

者とともに持続的に発展できる体制を整えていくことが狙い。事業者に義務

を課したり、強制的に業界再編を押し付けたりするものではない」と述べた。 

 

○ 参加した事業者から、卸売市場法の見直しについて、検討状況が問われ、

同省は「すべての規制を検討の射程に（改正）案を作っていきたい」とし、

市場流通の根幹で、産地からの出荷物は必ず引き受ける「受託拒否の禁止」

の規定も含めて、規制の在り方について検討する考えを示した。 

（卸売市場法の見直しに係る資料（農水省提示資料抜粋）は別紙５の通り） 

 

○ なお、農業競争力強化支援法第１０条に基づき、農水省は農業資材価格比

較のためのウェブサイトを構築することとしている。同説明会で、ソフトバ

ンク・テクノロジー(株)が開発したウェブサイト「アグミル」を紹介した。

「アグミル」は本年６月末から本格稼働される予定である。 

（アグミルに関する資料（農水省提示資料抜粋）は別紙６の通り） 
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４．予算・税制改正をめぐる情勢 

○ 政府の骨太方針や成長戦略の閣議決定を受け、８月末までに各省庁が財政

当局に提出する平成３０年度当初予算概算要求や平成３０年度税制改正要

望の議論が国会閉会後に加速化するものと見られる。 

 

○ 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱（平成２７年１１月）」に基づいた農林水

産業の体質強化対策として、平成２７、２８年度の補正予算においては、産

地パワーアップ事業や畜産クラスター事業等が措置されたところであるが、

２９年度も補正予算が組まれ同様の措置がなされるかは不透明となってい

る。 

 

○ しかし、平成２９年１月２３日の衆議院本会議で安倍首相が、同大綱に基

づく農林水産業の体質強化対策の位置付けについて、以下の旨を発言してい

ることも踏まえ、ＪＡ全中では、適切なタイミングで補正予算の措置につい

て働きかけ等を実施するとしている。 

・これまで予算措置したもの及び平成２９年度における政策大綱を実現する

ための予算案については、…（中略）…ＴＰＰにかかわらず、我が国の経

済再生、地方創生のため、実施していく必要がある 

 

○ また、平成３０年度税制改正要望では、農業経営の安定化や生産基盤の維

持・強化の観点から、平成２９年度末に適用期限の切れる「農業経営基盤強

化準備金の特例」や「軽油引取税の課税免除の特例」の延長等がポイントと

なる。 
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Ⅱ 通商交渉をめぐる情勢 
― 日ＥＵ・ＥＰＡ、７月上旬に大枠合意する方向で調整 ― 

 

１．ＴＰＰをめぐる動向 

〇 ＴＰＰをめぐっては、米国抜きの発効に積極的なオーストラリア、ＮＺ、

慎重な姿勢のマレーシア、ベトナムのほか、中国など新たな国を加えた協定

を模索するチリなど、各国が様々な考えを示しており、今後の方向性やプロ

セスについて、各国間の立場には隔たりがある状況にある。 

 

○ 米国に関しては、オバマ前大統領の政治的遺産ともいわれたＴＰＰに戻る

ことは、トランプ政権においては想定できないというのがワシントンの関係

者の一致した見方とされている。 

 

〇 ５月２０日～２１日にかけて、ベトナム・ハノイにおいてＡＰＥＣ閣僚会

合が開催されるのに併せ、米国を除くＴＰＰ交渉参加１１カ国は、ＴＰＰ１

１閣僚会合を開催した。日本政府からは、石原ＴＰＰ担当大臣が出席した。 

 

〇 ＴＰＰ１１閣僚会合は、先行発効に道筋をつけられないまま終了した。な

お、閉幕にあたり閣僚宣言を採択しており、ＴＰＰの意義を再確認し早期発

効を追求するとした他、米国の参加を促進する方策を含めた今後の選択肢を

検討し、１１月のＡＰＥＣ首脳会合までに結論を出すとしている。 

 

○ 併せて開催されたＡＰＥＣ貿易大臣会合では、近年恒例となっていた共同

宣言のとりまとめが見送られた。これは、参加していたライトハイザー米国

通商代表の強い反発があったためと見られている。なお、「保護主義に対抗

する」とする議長宣言が発表されている。 

  

○ ２６日～２７日には、イタリアにおいてＧ７サミット（首脳会談）が開催

され、安倍首相が参加した。共同宣言では、「保護主義と闘う」との文言を

盛り込む一方、米国の意向に沿った形で「ダンピング、差別的な非関税障壁

等の貿易歪曲的な慣行の撤廃を推進する」との文言が盛り込まれた。 

 

○ ３０日、日本政府はＴＰＰに関する主要閣僚会合を開き、安倍首相は７月

の主席交渉会合に関し「スピード感を持って議論を前進させられるかどうか、

議長国のわが国の役割が決定的に重要だ」との認識を示し、石原ＴＰＰ担当

大臣をはじめ関係閣僚に「１１カ国の議論を主導してほしい」と指示した。 

 

２．日ＥＵ・ＥＰＡをめぐる動向 

○ ５月１６日～１９日にかけて、日ＥＵ・ＥＰＡについて首席交渉官会合が

開催された。残された課題を確認する論点整理が行われたほか、酪農産品な

ど農産物関税に関する今後の交渉のすすめ方について意見交換された模様



22 
 

である。 

 

○ ２４日、岸田外務大臣とマルムストローム欧州委員（貿易担当）は、電話

会談を行い、世界的な保護主義的な動きの中、日ＥＵが率先して自由貿易の

重要性を具体化する必要性が認識され、今後は残された課題に集中し、日Ｅ

Ｕ・ＥＰＡの可能な限り早期の大枠合意を目指すことで一致した。 

 

○ ２６日、安倍首相とトゥスクＥＵ大統領は、Ｇ７サミットの開催にあわせ

て、日ＥＵ首脳会談を開催し、日ＥＵ・ＥＰＡ交渉について、①大枠合意が

手の届くところまで来ている、②双方が政治的指導力を発揮する段階に来て

いる等の認識が共有された。 

 

○ ３１日、「７月上旬に日ＥＵ・ＥＰＡを大枠合意する方向で両政府が調整

している」ことを複数の政府関係者が明らかにした。７月７、８日にドイツ

で開かれるＧ２０に合わせて日欧の首脳が会談し、大枠合意に向けた道筋を

描くとされている。 

 

○ ６月６日、自民党は総務会で、「日ＥＵ等経済協定対策本部」の設置を決

めた。本部長は西川公也農林・食料戦略調査会長が就任し、政府が描く合意

日程を視野に党として対応方針をとりまとめる。人事他、主な留意点は以下

の通り。 

 

【日ＥＵ等経済協定対策本部に関する人事他、主な留意点】 

本部長：西川公也氏 

幹事長：森山裕氏 

事務総長：川貴盛氏 

・分野別の５つのグループ(外交・総務財金・厚労・農水・経産)を設置。 

・農林水産分野は小泉進次郎農林部会長が主査を務める。 

・党則７９条に基づく安倍首相（自民党総裁）直轄機関。 
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